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〈 定期保険（ 団体型）引受保険会社〉

※見舞金は場合によっ ては、 医師の診断書を提出し ていただく 場合があり ます。

◆ こ のパン フ レ ッ ト は令和6 年1 月時点の制度内容に基づき 記載し ており ます。 制度内容は将来変更する こ と があり ます。

さ る ぼぼ共済は、高山商工会議所がアク サ生命保険株式会社と 締結し た定期保険（ 団体型）（ 入院給付金付災害割増特約・ ガン 重点

保障型生活習慣病一時金特約付）と 当商工会議所独自の見舞金・ 祝金制度を 会員の皆様にご利用いただく も のです。

加入者（ 被保険者） のみなさ まへ

　 定期保険（ 団体型）は契約者…高山商工会議所、 被保険者…当商工会議所の会員の役員・ 事業主・ 従業員、 保険料

負担者…当商工会議所の会員と いう 契約形態による、 保険期間１ 年の定期保険です。ご加入にあたっ ては、「 重要事

項説明書（ 契約概要・ 注意喚起情報）」および当パン フ レッ ト 記載の内容をご確認く ださ い。なお、ご加入保険金額は

加入申込書兼告知書記載の金額です。「 重要事項説明書（ 契約概要・ 注意喚起情報）」、当パンフ レ ッ ト 、加入申込書兼

告知書をあわせてご確認く ださ い。

生命保険会社の業務ま たは財産の状況の変化によ り 、 ご加入時にお約束し た保険金額、 年金額、 給付金額など が削減さ れる
こ と があり ます。

なお、 生命保険契約者保護機構の会員である 生命保険会社が経営破綻に陥っ た場合、 生命保険契約者保護機構によ り 保険契
約者保護の措置が図ら れる こ と があり ますが、 こ の場合にも 、 ご加入時の保険金額、 年金額、 給付金額な どが削減さ れる こ
と があり ます。 詳細については、 生命保険契約者保護機構までお問合せく ださ い。

生命保険契約者保護機構　 http s://w w w .seihohogo .jp/　 TEL03 (3 28 6 ) 2 8 20
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入 院 給 付 金 付 災 害 割 増 特 約 高山商工会議所独自の
給付制度ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（ 団体型） （ 見舞金 祝金制度）

ご加入者の個人情報（ 氏名・ 性別・ 生年月日等）は、ご加入者の同意に基づき 、会員事務所（ 事業主）から 当所に提供さ れます。

当商工会議所は、会員事業所（ 事業主）より 提供を 受けた事業主およびご加入者の個人情報について 、本制度の事務手続、各種

サービスの案内・ 提供のために使用すると と も に、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結し ている

定期保険（ 団体型）契約を 引き 受けるアク サ生命保険株式会社（ 以下、「 アク サ生命」と いう ）にこ れを提供し ます。

アク サ生命は、当商工会議所から 提供を 受けた事業主なら びにご加入者の個人情報を 、保険契約の引き受け・ 継続・ 維持管理、

保険金・ 給付金等の支払い、関連会社・ 提携会社を 含む各種商品・ サービスのご案内・ 提供・ 契約の維持管理、当社業務に関する
情報提供・ 運営管理、商品・ サービ スの充実、その他保険に関連・ 付随する 業務のために使用し ます。また、アク サ生命は、当商

工会議所を はじ め事業主なら びに保険会社に対し 必要な範囲内でこ れを 提供し ます。

個人情報に変更等が発生し た際にも 、引き 続き 当商工会議所およびアク サ生命においてそれぞれ②③に準じ 個人情報が取扱

われます。

定期保険（ 団体型）契約の引受保険会社が変更さ れる場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供さ れ
引き 継がれます。

①

②

③

④

⑤

不 慮 の事 故に よ る
通院見舞金（ 5 日以上）

病気による入院見舞金
（ 5 日以上）

病気による通院見舞金
（ 7 日以上）

結　 婚　 祝　 金
（ 1 年以上加入者）

出　 産　 祝　 金
（ 1 年以上加入者）

資 格 取 得 祝 金
（ 1 年以上加入者）

口数

給付内容
1 口 2 口 3 口 4 口 5 口 6 口

一 律

6 ,0 0 0 円

一 律

1 2 , 0 0 0 円

一 律

1 8 , 0 0 0 円

一 律

2 4 , 0 0 0 円

一 律

3 0 , 0 0 0 円

一 律

3 6 ,0 0 0 円

一 律

6 ,0 0 0 円

一 律

1 2 , 0 0 0 円

一 律

1 8 , 0 0 0 円

一 律

2 4 , 0 0 0 円

一 律

3 0 , 0 0 0 円

一 律

3 6 ,0 0 0 円

一 律

6 ,0 0 0 円

一 律

1 2 , 0 0 0 円

一 律

1 8 , 0 0 0 円

一 律

2 4 , 0 0 0 円

一 律

3 0 , 0 0 0 円

一 律

3 6 ,0 0 0 円

5 ,0 0 0 円

5 ,0 0 0 円

3 ,0 0 0 円

1 0 , 0 0 0 円

1 0 , 0 0 0 円

6 , 0 0 0 円

1 5 , 0 0 0 円

1 5 , 0 0 0 円

9 , 0 0 0 円

2 0 , 0 0 0 円

2 0 , 0 0 0 円

1 2 , 0 0 0 円

2 5 , 0 0 0 円

2 5 , 0 0 0 円

1 5 , 0 0 0 円

3 0 , 0 0 0 円

3 0 , 0 0 0 円

1 8 , 0 0 0 円

ご 留 意
く だ さ い

高山商工会議所独自の見舞金等の給付制度と 同商工会議所がアク サ生命保険株
式会社と 締結し た定期保険（ 団体型）＊を 組み合わせた保障プラ ン 名称がさ る ぼぼ
共済です。それぞれを 個別にご加入いただく こ と はでき ません。

＊入院給付金付災害割増特約・ ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（ 団体型）

①見舞金・ 祝金は、高山商工会議所独自の制度です。なお、こ の見舞金・ 祝金は、制度運営費の一部によ っ てまかなわれます。
②見舞金請求期限は事由発生後３ 年以内と し ます。祝金請求期限は事由発生後３ 年以内と し ます。
③見舞金・ 祝金を 請求でき る のは、ご加入中のみに限り ます。

④見舞金を 請求でき る のは、年度中 1 回です。また同一の病気（ 事故）は 1 回限り で年度が変わっ ても 出ません。
⑤見舞金の給付は定期保険（ 団体型）の諸保険金・ 給付金と 重複し てお支払いはでき ません。

⑥出産祝金は、男性の加入者は配偶者を 対象と し て支払います。
⑦資格取得祝金は、何資格でも 請求でき ます。（ 資格と は、国家資格等公的根拠を 有する も のを いう 。）
⑧「 重要事項説明書」に記載の「 保険金など を お支払いで き な い場合について」に該当し た場合は、商工会議所独自の給付制度も
　 定期保険（ 団体型）と 同様に取扱います。

※ 詳細は、「 見舞金・ 祝金制度」規約にてご確認く ださ い。

ご加入のみなさ まにご利用いただけるサービスの内容

アク サの付帯サービス アク サ生命の加入者向けサービス

※ サービス内容について詳し く は、別紙を ご覧く ださ い。

https://www.seihohogo.jp/


令和5 年度実績事業 ＝ 生活習慣病予防健診、入浴施設等の入場料割引

健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

・ 主契約： 定期保険（ 団体型）
・ 特　 約： 入院給付金付災害割増特約・ ガン 重点保障型生活習慣病一時金特約

保　障　内　容
保険期間

配 当 金

加入資格・ 条件

掛金のお払込み

保険期間は１ 年間（ 令和６ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月3 1 日）で毎年自動的に更新し ます。

（ 見舞金・ 祝金）…見舞金・ 祝金制度については本制度への加入が継続し ている 間のお取扱いと なり ます。

加入者票の発行 加入者に対し ては、「 定期保険（ 団体型）加入者（ 被保険者）票」を 発行し ます。

定期保険（ 団体型）部分（ 特約を含む）について、１ 年ごと に収支計算をおこ ない剰余金が生じ た場合には、配当金と し てお返し いたし ます。

加入申込月の翌月１ 日から 効力が発生し ます。

高山商工会議所会員の役員・ 事業主・ 従業員（ 家族従業員を 含む）で令和６ 年４ 月１ 日現在年齢が1 4 歳6 ヵ 月を 超え 6 5 歳 6 ヵ 月ま

での方で、加入（ 増額）する こ と に同意し た方が加入でき ます。 ただし 、6 0 歳６ ヵ 月を超える 方は 2 口までを限度と し ます。なお、6 5

歳6 ヵ 月を 超える方は２ 口限度で 7 0 歳6 ヵ 月まで更新のみでき ます。

新規加入または増額を 申込ま れる 方は、申込日（ 告知日）現在、正常に就業し ている 方＊1 に限り ます。注意喚起情報に記載さ れた留意

事項を 必ずお読みのう え、加入申込書兼告知書または保険金額変更申込書兼告知書にて告知さ れますよう お願いし ます。

保険期間中に加入者（ 被保険者）がお支払事由に該当さ れたと き、保険金・ 給付金など を お支払いし ま す。所定の書類によ り 請求手続

き を おこ なっ てく ださ い。なお、保険金など のお支払事由に該当さ れた場合だけでなく 、保険金などのお支払いの可能性があると 思

われる 場合や、ご不明な点が生じ た場合などについても 、すみやかに当商工会議所にご連絡く ださ い。

保険金などの受取人は、加入申込書兼告知書の「 保険金・ 給付金受取人指定」欄から 加入者（ 被保険者）の同意を 得て指定し ていただい

た方と し ます。保険期間中に加入者が死亡さ れた場合は、遺族の了知を 得て請求手続き をおこ なっ てく ださ い。また、所定の高度障害

状態になら れたと き 、不慮の事故で 入院さ れたと き は、加入者の了知を 得てご請求く ださ い。お支払事由に該当し 保険金が支払われ

た場合には、その保障が消滅し ます。高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を 重複し てお支払いし ません。ま た、死亡保

険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を 受けても 、こ れを お支払いし ません。こ の場合、さ る ぼぼ共済から 脱退

と なる ため、脱退後にお支払事由に該当し ても その他の保険金などと 同様に商工会議所独自の給付制度のお支払いはあり ません。

商工会議所独自の給付制度の受取人は加入者です。当商工会議所に備え付けの書類によ り 請求手続をおこ なっ てく ださ い。

当商工会議所を脱退さ れた場合など加入資格を 失われた場合には、加入を 継続でき ませんのですみやかに脱退手続をお取り く ださ い。

商工会議所会員入会申込みと 同時（ 同日）に本共済制度のお申込みを さ れた場合、万一入会でき なかっ た際は本共済制度にも ご加入

でき ません。
＊1  申込日（ 告知日）現在、正常に就業し ている 方と は加入（ 増額）申込日（ 告知日）現在、次の状態にある方を 除いた方です。

　 　 ● 傷病により 公休・ 休暇などで欠勤し ている方

　 　 ● 健康上の理由で勤務の特別取扱を 受けている方（「 勤務の特別取扱」と は、労働時間の短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限など）

＊2  医師の治療・ 投薬の有無に関わら ず、直近の血圧値が最大値1 5 0 mmHg 以上かつ最小値9 0 mmHg 以上に限り 告知事項に該当し ます。

1 .

2 .

3 .

4 .

1 .

2 .

3 .

加 入 日
（ 効力発生日）

加入（ 増額）の場合は、所定の加入申込書兼告知書（ 保険金額変更申込書兼告知書）により 、当商工会議所にお申込みく ださ い。

加入者がこ の制度から 脱退さ れる 場合は、当商工会議所にご連絡く ださ い。なお、脱退さ れても それに伴う 払戻金などはあり ません。

初回掛金の振替ができ な かっ た場合、翌月に２ ヵ 月分の振替を いたし ます。２ ヵ 月連続し て 振替ができ なかっ た場合は、申込取消と み

なし ます。

ご 加入後掛金の振替がで き な かっ た場合、翌月に２ ヵ 月分の振替を いたし ます。２ ヵ 月連続し て振替ができ なかっ た場合は、最後に振

替えら れた月の翌月末日をも っ て脱退と なり 、以後の保障はなく なり ます。

加入（ 増額）・
脱 退 手 続

保険金などの
受取人・ 請求

※上記掛金には保険料のほか運営費が含まれています
※掛金は、加入または更新さ れる年の４ 月１ 日における 加入者の年齢に応じ て 決ま り 、加入時または更新時から 適用さ れます。
※保険年齢と は、加入または更新さ れる 年の４ 月１ 日における 加入者の年齢のこ と を いいま す。（ 年齢は満年齢で計算し 、１ 年末満の端数は、６ ヵ 月を
　 超え る も のについては切上げて１ 年と し 、６ ヵ 月以下のも のは切捨てま す。）
※6 1 歳から 7 0 歳の保険料は更新により 変動する こ と があり ますので予めご了承く ださ い。
※掛金は、定期保険（ 団体型）の保険料率計算の結果、変更と なる 場合があり ます。

記載の税務についてのお取扱いは令和６ 年1 月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いを ご案内し ている も
のであり 、 実際のお取扱いと は異なる 場合があり ます。 また、 こ のお取扱いは将来変更さ れる 可能性があり
ます。 個別の税務などについて、 詳し く は、 所轄の税務署などに必ずご確認く ださ い。

※保険期間中に加入者（ 被保険者）が上記お支払事由に該当し たと き 、保険金などを お支払いし ます。
※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中に加入者が加入日以後に発生し た所定の不慮の事故によ る 障害を 直接の原因と し て、その
　 事故の日から 起算し て 1 8 0 日以内にお支払事由に該当し たと き にお支払いし ます。
※災害保険金、災害高度障害保険金は、加入以後に発病し た所定の感染症を 直接の原因と し てお支払事由に該当し たと き も お支払いし ます。
※ガン 先進医療一時金について、公的助成など によ り 自己負担額が発生し な い場合な ど、先進医療にかかる 技術料が「 0 」と なる 場合は、お支払いはあり
　 ま せん。同一の先進医療において 複数回にわたっ て一連のガン 先進医療一時金のお支払事由に該当する療養を 受けら れたと き は、それら の一連の療養
　 を 1 回の療養と みなし ま す。給付対象と な る医療行為や医療機関の範囲には制限があり 、随時見直し がなさ れています。
※日帰り 入院（ 入院日数が 1 日）と は、入院日と 退院日が同一の日である 場合のこ と を いい、病院または診療所に対する 入院基本料の支払いの有無な どを
　 参考にし てアク サ生命が判断いたし ます。

さ るぼぼ共済の取扱い

入浴施設、遊園地など の
入場料金割引等

高山商工会議所会員事業所の皆様に
お届けする！さ るぼぼ共済！

④ 健康増進に役立つ付帯サービスも

過去1 年

以内の

健康状態

告知事項

告知事項

留意事項

留意事項

①加入（ 増額）申込日（ 告知日）から 過去1 年以内に、別表の病気やけがで、手術を 受けたこ と また は継続し て 1 4 日以上の
　 入院を し たこ と があり ますか。

②加入（ 増額）申込日（ 告知日）から 過去1 年以内に、別表の病気やけがで初診から 終診までの期間が1 4 日以上にわたる医
　 師の治療・ 投薬を受けたこ と があり ますか。

心臓病（ 心筋こ う そく ・ 心臓弁膜症・ 先天性心臓病・ 心筋症・ 狭心症）、高血圧症＊2 、脳卒中（ 脳出血・ 脳こ う そく ・ く も 膜下出血）、精神障害、て んかん、肺気
腫、肺結核、すい臓炎、肝臓病（ 肝炎・ 肝硬変）、腎臓病（ 腎炎・ ネフ ローゼ・ 腎不全）、緑内障、がん、白血病、上皮内新生物、糖尿病、リ ウマチ、頭部外傷

● 手術と は、切開術に限ら ず、内視鏡（ フ ァ イ バースコ ープ）・ カ テーテ ル・ レ ーザー光線・ 超音波・ 温熱療法・ 放射線療法・ 体
　 外衝撃波療法なども 該当し ます。また、日帰り 手術も 上欄の告知事項に該当し ま す。
● 「 継続し て 1 4 日以上の入院」と は、転医、転科を 含めて 1 日も 途切れず継続し て 1 4 日以上入院さ れた場合を いいます。

● 「 1 4 日以上にわたる」と は合併症・ 続発症を 含む一連の傷病で、転医、転科を 含めて初診から 終診までの医師による治療・
　 投薬を 受けていた期間を いいます。（ 実際の診療日数ではあり ません。）
● 「 治療」には診察、検査およ び食事療法・ 運動療法も 含みます。

別 表

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障

死
　
亡

高

度

障

害

入

院
・
治

療

口 数
お支払事由 1 口 2 口 3 口 4 口 5 口 6 口

不慮の事故により 死亡し たと き

〈 死亡保険金（ 主契約）＋災害保険金〉

上記以外の事由により 死亡し たと き

〈 死亡保険金（ 主契約）〉

不慮の事故により
高度障害状態＊3 のいずれかになっ たと き

〈 高度障害保険金（ 主契約）＋災害高度障害保険金〉

障害または疾病により
高度障害状態＊3 のいずれかになっ たと き

〈 高度障害保険金（ 主契約）〉

不慮の事故によ り 1 日以上の入院を し たと き
（ 同一事故による 入院は、更新前の入院日数を含み、通算60 日程度）

〈 入院給付金〉

ガン ＊4 で 1 日以上の入院をし たと き
（ 1 年に 1 回限度）

〈 ガン 入院一時金〉

6 大生活習慣病＊5 で 1 日以上の入院を し たと き
（ 1 年に 1 回限度）

〈 6 大生活習慣病入院一時金〉

ガン ＊4 の治療を 直接の目的と し た先進医療に
よる療養を受けたと き

〈 ガン 先進医療一時金〉

1 ,5 00 万円1 ,2 50 万円1 ,0 00 万円7 5 0 万円5 0 0 万円2 5 0 万円

3 0 0 万円2 5 0 万円2 0 0 万円1 5 0 万円1 0 0 万円5 0 万円

1 ,5 00 万円1 ,2 50 万円1 ,0 00 万円7 5 0 万円5 0 0 万円2 5 0 万円

3 0 0 万円2 5 0 万円2 0 0 万円1 5 0 万円1 0 0 万円5 0 万円

1 日につき

2 , 0 0 0 円

1 日につき

4 , 0 0 0 円

1 日につき

6 ,0 0 0 円

1 日につき

8 ,0 0 0 円

1 日につき

10 ,0 0 0 円

1 日につき

12 ,0 0 0 円

1 2 万円1 0 万円8 万円6 万円4 万円2 万円

6 万円5 万円4 万円3 万円2 万円1 万円

3 0 万円2 5 万円2 0 万円1 5 万円1 0 万円5 万円

＊3 お支払いの対象と なる 高度障害状態
1 . 両眼の視力を 全く 永久に失っ たも の
2 . 言語ま たはそし ゃ く の機能を 全く 永久に
　 失っ たも の
3 . 中枢神経系または精神に著し い障害を 残
　 し 、終身常に介護を 要する も の
4 . 胸腹部臓器に著し い障害を 残し 、終身常
　 に介護を要する も の
5 . 両上肢と も 、手関節以上で 失っ たかまた
　 はその用を 全く 永久に失っ たも の
6 . 両下肢と も 、足関節以上で 失っ たかまた
　 はその用を 全く 永久に失っ たも の

7 .1 上肢を 手関節以上で 失い、かつ、1 下肢
　 を 足関節以上で失っ たかまたはその用を
　 全く 永久に失っ たも の
8 .1 上肢の用を 全く 永久に 失い、かつ、1 下
　 肢を 足関節以上で失っ たも の

＊4 お支払いの対象と なる ガン
● 口唇、口腔およ ひ咽頭の悪性新生物
● 消化器の悪性新生物
● 呼吸器および胸腔内蔵器の悪性新生物
● 骨およ び関節軟骨の悪性新生物
● 皮膚の黒色腫およ びその他の悪性新生物

● 中皮およ び軟部組織の悪性新生物
● 乳房の悪性新生物
● 女性生殖器の悪性新生物
● 男性生殖器の悪性新生物
● 腎尿路の悪性新生物
● 眼、脳およ びそ の他の中枢神経系の部位
　 の悪性新生物
● 甲状腺およ びその他の内分泌腺の悪性新
　 生物
● 部位不明確、続発部位およ び部位不明の
　 悪性新生物
● リ ン パ組織、造血組織およ び関連組織の

　 悪性新生物
● 独立し た（ 原発生）多部位の悪性新生物
● 上皮内新生物
● 真正赤血球増加症〈 多血症〉
● 骨髄異形成症候群
● 慢性骨髄増殖性疾患
● 本態性（ 出血性）血小板血症
● ラ ン ゲルハンス細胞組織球症

＊5 お支払いの対象と なる 6 大生活習慣病
● 糖尿病　 　 　 ● 心疾患　 ● 高血圧性疾患
● 脳血管疾患　 ● 肝硬変　 ● 慢性腎不全

⑤

①

②

③

⑥

保険年齢

1 5 歳 ～ 6 0 歳

6 1 歳 ～ 6 5 歳

6 6 歳 ～ 7 0 歳
（ 更新のみ）

性　 別

男　 性

女　 性

男　 性

女　 性

男　 性

女　 性

1 口

7 0 0 円

7 0 0 円

9 0 7 円

1 , 2 3 0 円

1 , 5 7 9 円

1 , 0 3 2 円

1 , 4 0 0 円

1 , 4 0 0 円

1 , 8 1 4 円

2 , 4 6 0 円

3 , 1 5 7 円

2 , 0 6 4 円

2 , 1 0 0 円

2 , 1 0 0 円

2 , 8 0 0 円

2 , 8 0 0 円

3 , 5 0 0 円

3 , 5 0 0 円

4 , 2 0 0 円

4 , 2 0 0 円

2 口 3 口 4 口 5 口 6 口

税法上の
お取扱い


